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  令和６年７月 日 

情報通信行政・郵政行政審議会電気通信事業部会 

  部会長 山 下  東 子  殿 

ユニバーサルサービス委員会

主 査  関 口  博 正 

報 告 書 （案） 

令和６年６月１３日付け諮問第3182号をもって諮問された事案について、調査の結果、

下記のとおり報告します。  

記 

１ 提出された意見及びそれに対する当委員会の考え方は、別紙１のとおりである。 

２ 本件、諮問された電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案については、別

紙２のとおり修正を加えた上で改正することが適当と認められる。 

以上 
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別紙２ 

○
総
務
省
令
第 

 
 

号 
電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
百
七
条
第
二
号
並
び
に
第
百
十
条
の
二
第
一
項
及
び
第

二
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和 

 
年 

 

月 
 

日 

総
務
大
臣 

松
本 

剛
明 

 
 

 
 

 

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

 

（
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

（
第
二
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
を
継
続
し
て
提
供
し
て
い
る
期
間
） 

（
第
二
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
を
継
続
し
て
提
供
し
て
い
る
期
間
） 

第
四
十
条
の
六
の
三 

法
第
百
七
条
第
二
号
及
び
法
第
百
十
条
の
二
第
一
項
第
二
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
期
間

は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
四
十
条
の
六
の
二
第
一
項
及
び
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
割
合
を
超
え
た
日
か
ら
起
算
し
て

一
年
と
す
る
。 

２ 

法
第
百
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
新
た
に
指
定
さ
れ
た
第
二
種
適
格
電
気
通
信
事
業
者
に
対
し
て
当

該
指
定
後
最
初
に
第
二
種
交
付
金
が
交
付
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
前
項
の
法
第
百
七
条
第
二
号
の
総
務
省
令

で
定
め
る
期
間
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
四
十
条
の
六
の
二
第
一
項
及
び
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
割
合
を

超
え
た
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
法
第
百
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
新
た
に
指
定
さ
れ
た
第
二
種
適
格
電

気
通
信
事
業
者
が
当
該
指
定
を
受
け
た
日
」
と
す
る
。 

第
四
十
条
の
六
の
三 

法
第
百
七
条
第
二
号
及
び
法
第
百
十
条
の
二
第
一
項
第
二
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
期
間

は
、
一
年
と
す
る
。 

 

［
新
設
］ 

（
一
般
支
援
区
域
の
指
定
等
） 

（
一
般
支
援
区
域
等
の
指
定
等
） 

第
四
十
条
の
八
の
三 

総
務
大
臣
は
、
第
十
四
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に

お
い
て
「
規
模
報
告
」
と
い
う
。
）
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
規
模
報
告
に
係
る
単
位
区
域
が
法
第
百

十
条
の
二
第
一
項
各
号
又
は
第
二
項
各
号
の
要
件
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
毎
事
業
年
度
経
過
後
五
月

以
内
に
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
一
般
支
援
区
域
の
指
定
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
特
別
支
援
区
域
の

指
定
を
行
い
、
ま
た
、
同
条
第
一
項
各
号
又
は
第
二
項
各
号
の
要
件
に
該
当
し
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、

同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
一
般
支
援
区
域
又
は
特
別
支
援
区
域
の
指
定
の
解
除
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

第
四
十
条
の
八
の
三 

総
務
大
臣
は
、
第
十
四
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、

当
該
報
告
に
係
る
単
位
区
域
が
法
第
百
十
条
の
二
第
一
項
各
号
又
は
第
二
項
各
号
の
要
件
に
該
当
す
る
と
認
め

る
と
き
は
、
毎
事
業
年
度
経
過
後
五
月
以
内
に
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
一
般
支
援
区
域
の
指
定
又
は
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
特
別
支
援
区
域
の
指
定
を
行
い
、
ま
た
、
同
条
第
一
項
各
号
又
は
第
二
項
各
号
の
要
件
に

該
当
し
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
一
般
支
援
区
域
又
は
特
別
支
援
区
域
の
指

定
の
解
除
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
特
別
支
援
区
域
の
指
定
等
に
係
る
特
例
） 

 

第
四
十
条
の
八
の
三
の
二 

総
務
大
臣
は
、
規
模
報
告
に
係
る
単
位
区
域
が
第
四
十
条
の
八
の
五
第
二
項
第
一
号

又
は
第
二
号
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め

る
要
件
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
間
は
、
次
条
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
額
が
零
を
上
回
り
、
か

つ
、
法
第
百
十
条
の
二
第
一
項
第
二
号
の
要
件
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
限
り
、
引
き
続
き
そ
れ
ぞ
れ
第
四

十
条
の
八
の
五
第
二
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
も
の
と
み
な
し
て
、
前
条
の
規
定
を
適
用
す
る
も
の

と
す
る
。 

一 

第
四
十
条
の
八
の
五
第
二
項
第
一
号
に
定
め
る
場
合
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
と
き 

当
該
単
位
区
域
に
お

い
て
、
一
の
電
気
通
信
事
業
者
が
第
四
十
条
の
六
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
割
合
を
超
え
、
そ
の
状
態
で
第

四
十
条
の
八
の
五
第
二
項
第
一
号
に
定
め
る
場
合
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
日
以
後
継
続
し
て
第
二
号
基
礎
的

電
気
通
信
役
務
を
提
供
し
て
い
る
こ
と
。 

二 

第
四
十
条
の
八
の
五
第
二
項
第
二
号
に
定
め
る
場
合
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
と
き 

当
該
単
位
区
域
に
お

い
て
設
置
さ
れ
る
同
号
に
定
め
る
電
気
通
信
回
線
設
備
を
所
有
す
る
者
が
地
方
公
共
団
体
か
ら
他
の
電
気
通

信
事
業
者
（
地
方
公
共
団
体
を
除
く
。
）
に
変
更
さ
れ
、
当
該
電
気
通
信
事
業
者
が
当
該
単
位
区
域
に
お
い

て
同
号
に
定
め
る
場
合
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
日
以
後
継
続
し
て
第
二
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
を
提
供
し

て
い
る
こ
と
。 

［
新
設
］ 

（
法
第
百
十
条
の
二
第
二
項
第
一
号
イ
の
総
務
省
令
で
定
め
る
額
） 
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第
四
十
条
の
八
の
四
の
二

法
第
百
十
条
の
二
第
二
項
第
一
号
イ
の
総
務
省
令
で
定
め
る
額
は
、
一
回
線
当
た
り

月
額
一
万
一
千
七
百
九
十
円
と
す
る
。

［
新
設
］

（
地
理
的
条
件
そ
の
他
の
事
項
及
び
第
二
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
確
保
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難

で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
場
合
）

（
地
理
的
条
件
そ
の
他
の
事
項
及
び
第
二
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
確
保
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難

で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
場
合
）

第
四
十
条
の
八
の
五

［
略
］

２

法
第
百
十
条
の
二
第
二
項
第
一
号
ロ
の
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

場
合
で
あ
つ
て
、
第
四
十
条
の
八
の
四
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
額
が
、
零
を
上
回
り
、
か
つ
、
前

条
で
定
め
る
額
を
下
回
る
と
き
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

第
四
十
の
八
の
五

［
同
上
］

２

法
第
百
十
条
の
二
第
二
項
第
一
号
ロ
の
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

場
合
で
あ
つ
て
、
前
条
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
額
が
、
零
を
上
回
り
、
か
つ
、
法
第
百
十
条
の
二

第
二
項
第
一
号
イ
の
総
務
省
令
で
定
め
る
額
を
下
回
る
と
き
と
す
る
。

［
一
・
二

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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（
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
五
年
総
務
省
令
第
五
十
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に

二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄

に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て

い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

附 

則 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
省
令
は
、
電
気
通
信
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
次
条
第
五
項
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と

い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
令
和
五
年
六
月
十
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

後
の
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
新
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
の
三
第

三
項
の
規
定
は
令
和
五
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
し
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
事
業
報
告
規

則
第
一
条
第
二
項
第
九
号
の
二
及
び
第
二
十
六
号
並
び
に
様
式
十
、
様
式
十
の
二
、
様
式
十
二
、
様
式
十
二
の

二
、
様
式
十
二
の
三
、
様
式
十
三
及
び
様
式
十
三
の
二
の
規
定
は
報
告
期
限
が
同
年
七
月
一
日
以
降
で
あ
る
報

告
か
ら
適
用
す
る
。 

第
一
条 

こ
の
省
令
は
、
電
気
通
信
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
次
条
第
五
項
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と

い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
令
和
五
年
六
月
十
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

後
の
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
次
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
「
新
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十

四
条
の
三
第
三
項
の
規
定
は
令
和
五
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
し
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信

事
業
報
告
規
則
第
一
条
第
二
項
第
九
号
の
二
及
び
第
二
十
六
号
並
び
に
様
式
十
、
様
式
十
の
二
、
様
式
十
二
、

様
式
十
二
の
二
、
様
式
十
二
の
三
、
様
式
十
三
及
び
様
式
十
三
の
二
の
規
定
は
報
告
期
限
が
同
年
七
月
一
日
以

降
で
あ
る
報
告
か
ら
適
用
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

（
経
過
措
置
） 

第
二
条 

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
新
施
行
規
則
第
四
十
条
の
八
の
五
第
二
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す

る
単
位
区
域
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
の
翌
日
以
後
最
初
に
当
該
単
位
区
域
が
そ
れ
ぞ
れ
同
項
第

一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
間
は
、
新
施
行
規
則
第
四
十
条
の
八
の
四
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り

算
定
し
た
額
が
零
を
上
回
り
、
か
つ
、
法
第
百
十
条
の
二
第
一
項
第
二
号
の
要
件
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る

場
合
に
限
り
、
当
該
単
位
区
域
は
引
き
続
き
そ
れ
ぞ
れ
新
施
行
規
則
第
四
十
条
の
八
の
五
第
二
項
第
一
号
又
は

第
二
号
に
該
当
す
る
も
の
と
み
な
す
。 

一 

新
施
行
規
則
第
四
十
条
の
八
の
五
第
二
項
第
一
号
に
定
め
る
場
合
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き 

当
該
単

位
区
域
に
お
い
て
、
一
の
電
気
通
信
事
業
者
が
新
施
行
規
則
第
四
十
条
の
六
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
割
合

を
超
え
、
そ
の
状
態
で
新
施
行
規
則
第
四
十
条
の
八
の
五
第
二
項
第
一
号
に
定
め
る
場
合
に
該
当
し
な
く
な

っ
た
日
以
後
継
続
し
て
第
二
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
を
提
供
し
て
い
る
こ
と
。 

二 

新
施
行
規
則
第
四
十
条
の
八
の
五
第
二
項
第
二
号
に
定
め
る
場
合
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き 

当
該
単

位
区
域
に
お
い
て
設
置
さ
れ
る
同
号
に
定
め
る
電
気
通
信
回
線
設
備
を
所
有
す
る
者
が
地
方
公
共
団
体
か
ら

電
気
通
信
事
業
者
（
地
方
公
共
団
体
を
除
く
。
）
に
変
更
さ
れ
、
当
該
電
気
通
信
事
業
者
が
当
該
単
位
区
域

に
お
い
て
同
号
に
定
め
る
場
合
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
日
以
後
継
続
し
て
第
二
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
を

提
供
し
て
い
る
こ
と
。 

第
二
条 

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
新
施
行
規
則
第
四
十
条
の
八
の
五
第
二
項
第
一
号
に
該
当
す
る
単
位
区
域

に
つ
い
て
は
、
当
該
単
位
区
域
が
同
号
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
も
、
当
該
単
位
区
域
に
お
い
て

、
電
気
通
信
回
線
設
備
の
規
模
（
新
施
行
規
則
第
十
四
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
回
線
設
備
の
規

模
を
い
う
。
）
が
新
施
行
規
則
第
四
十
条
の
六
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
規
模
を
超
え
る
電
気
通
信
事
業
者
の

数
が
一
以
下
で
あ
る
と
き
に
限
り
、
当
該
単
位
区
域
は
引
き
続
き
同
号
に
該
当
す
る
も
の
と
み
な
す
。 

  

［
新
設
］ 

２ 

削
除 

２ 
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
新
施
行
規
則
第
四
十
条
の
八
の
五
第
二
項
第
二
号
に
該
当
す
る
単
位
区
域
に
つ

い
て
は
、
当
該
単
位
区
域
が
同
号
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
も
、
当
該
単
位
区
域
は
引
き
続
き
同

号
に
該
当
す
る
も
の
と
み
な
す
。 

３
～
５ 

[

略]
 

３
～
５ 

［
同
上
］ 

備
考 

表
中
の
［ 

］
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。 
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附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年

月

日
か
ら
施
行
す
る
。
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電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案
概要

令 和 ６年 ６ 月 １３ 日

総 務 省
総 合 通 信 基 盤 局
電 気 通 信 事 業 部
基 盤 整 備 促 進 課

参考資料
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① 役務の継続提供期間の起算点
２月答申を踏まえ、法第107条第２号の第二種交付金の算定対象となる「担当支援区域」を画定するための
役務継続提供期間「１年」の起算点を定めるもの 【施行規則第40条の６の３（改正）】

② 未整備地域等の区域指定の特例
未整備地域・公設地域の指定の要件から一たび外れた場合においても、一者提供を継続する等の一定の条
件の下、引き続き未整備地域・公設地域の要件を満たすこととする特例
【施行規則第40条の８の３の２（新設）】

③ 大幅な赤字額の基準額
特別支援区域の指定要件の一つである「大幅な赤字額」の基準額を規定
【施行規則第40条の８の４の２（新設）】

今回の一部改正省令案の主な内容 4

※法：電気通信事業法 ／ 施行規則：電気通信事業法施行規則
※青字が新設又は改正する条文
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7特別支援区域の指定（法第110条の２関係）

ー大幅な赤字額の設定ー

（第二号基礎的電気通信役務一般支援区域等の指定）
法第百十条の二 （略）
２ 総務大臣は、支援機関の指定をしたときは、総務省令で定めるところにより、単位区域のうち次の各号のいずれにも該当するものを第二号基礎的電気通信
役務特別支援区域（以下「特別支援区域」という。）として指定することができる。
一 （略）
イ 前項第一号の総務省令で定める方法により算定した額が零を上回る場合において、当該上回る額が第二号基礎的電気通信役務の提
供を確保することが著しく困難であると見込まれる額として総務省令で定める額以上であること。

（法第百十条の二第二項第一号イの総務省令で定める額）
第四十条の八の四の二 法第百十条の二第二項第一号イの総務省令で定める額は、月額11,790円（※）とする。 【新設】

【ブロードバンドサービスに関するユニバーサルサービス制度における交付金・負担金の算定等の在り方 情報通信審議会答申（抜粋）】 ３．（１）（ウ） 考え方
「大幅な赤字額」の設定については、政策的見地から検討する一方で、電話ユニバ制度では、加入電話の基本料についてベンチマーク方式を採用し、「全国平均

費用」を原則としつつ、現在当分の間の措置として「全国平均費用＋標準偏差×２」との基準が設定されていることも考慮する必要がある。
現時点で具体的な町字別の一回線当たりのコストが判明しない状況ではあるが、電話ユニバ制度の安定的運用の現状を踏まえ、同じユニバーサルサービスの維

持のための制度間における複雑さ等を回避する観点からも、電話ユニバ制度の考え方を参考に、原則「全国平均費用」をベースとしつつ、適切な規模の交付金に
よって補填されるようにする一方で、最終的に国民に負担が転嫁された場合にもその負担が過大なものとならないように配慮され、かつ、適切な見直しも可能な額
を総務省令等の中で総務省が設定することが適当である。

※上記法第110条の２第２項第１号イは、「当該上回る額が第二号基礎的電気通信役務の提供を確保することが著しく困難であると見込まれる額として総務省令で定める額
以上」と規定しているため、総務省令で定める額は一回線当たりのコストから3,869円を減じた額を規定する必要がある（上図↔部分）。

改正案
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①区域指定に関する
標準判定式

支援区域の指定
（一般支援区域又は特別支援区域）

②交付金算定に関する
標準判定式

算定対象設備

費用範囲

算定式

算定結果

用途

ネットワーク全体
アクセス回線設備
（最寄りの収容局～利用者宅）

海底ケーブル等

設備の維持管理費用等 設備の維持管理費用等

アクセス回線部門＋海底ケーブル部門
中継回線部門＋設備利用部門
ごとに算定式を確立して計算

町字ごとの一回線当たりのコスト 町字ごとの一回線当たりのコスト

アクセス回線部門＋海底ケーブル部門
＋設備利用部門

ごとに算定式を確立して計算

←町字ごとの世帯カバー率・

公設地域等の情報（毎年
６月末〆の事業者報告）

交付金額の算定

 実際費用による算定では、事業者固有の事情が含まれ、また未整備地域のコスト算定が不可能であるため、
ＢＢユニバ制度においては、客観性を確保した、標準的な算定方法が必要

 そこで、全国約23万町字の町字ごとの一回線当たりのコストを算定する方法として、①不採算地域（支援
区域）を特定するための区域指定に関する標準判定式、②交付金算定に関する標準判定式の２つを使用

≠

（参考）ＢＢユニバの提供に要するコスト算定の方法
9
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